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議案第７１号 

 

   おいらせ町防災基本条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町防災基本条例（平成２８年おいらせ町条例第１号）の一部

を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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提案理由 

 災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３０号）の

施行に伴い、災害発生の前段階での対応や避難指示の一本化について、

所要の改正を行うため提案するものである。 



４ 

   おいらせ町防災基本条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町防災基本条例（平成２８年おいらせ町条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第１０条第１項中「災害時」を「災害が発生し、または発生するおそ

れがある場合（以下「災害発生時等」という。）」に改める。 

 第１１条第３項及び第１２条第１項中「災害時」を「災害発生時等」

に改める。 

 第１４条第２項中「災害の発生」を「災害発生時等」に改める。 

 第１５条中「災害時」を「災害発生時等」に改める。 

 第１６条第１項中「被災した町民等」を「災害により被害を受け又は

被害を受けるおそれのある者（以下「被災者等」という。）」に改める。 

 第１７条第１項中「発災後」を「災害発生時等」に改める。 

 第１８条中「災害時」を「災害発生時等」に、「被災者」を「被災者

等」に改める。 

 第１９条第１項中「被災した町民等」を「被災者等」に、同条第３項

中「並びに避難の勧告及び指示」を「及び避難の指示」に改める。 

 第２０条中「災害が発生した場合」を「災害発生時等」に改める。 

 第２２条中「発生した」を「発生し、または発生するおそれがある」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  


